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「休み方改革」に係る教育的側面からの意見表明について 

１ 有給休暇を活用した秋の連休の大型化等の促進について 

 （１）肯定的意見 

   ① 大型連休を増やし、教職員のリフレッシュと旅行等による観光振興や地域の活

性化へと繋ぎたい。二学期制の地区や学校では、秋（１０月）に実施できる。 

   ② 児童生徒の休業日とセットで考えるなら、教職員も有給休暇の取得が可能にな

る。学校現場と切り離される完全休暇の保障が必要である。 

   ③ 教職員も保護者も抵抗なく有給休暇や時間休暇が取得できるような環境整備や

制度改革、官民連携ができるなら地域の活性化につながる。 

   ④ 観光庁の事業を受けて、「家族の時間づくりプロジェクト」に取り組んでいる。

学校と企業の休みのマッチングを行い、暦にはない３連休以上の休みを創出し、

学校においては家族団欒の時間の増加、企業においては有給休暇の取得率の向上

とワークライフバランスの向上を狙いとする事業である。 

（２）否定的意見 

   ① 教職員が勤務日に、病気や通院以外で有給休暇を取得することは極めて困難で

ある。カバーできる教職員数の確保が課題である。 

   ② 学級担任や教科担任は代替がきき難い。年齢や性別を問わず、職務内容、量と

もほぼ同じであり、世代間で、働き方や休み方を工夫する余地がない。 

   ③ 現行の学習指導要領のもとでは、授業日数、授業時間の確保上、秋の連休の大

型化や休業日の増加は、教育課程編成上、無理がある。三学期制のもとでは特に

そうである。 

   ④ 週の中日に休日を設けること、２週間に１日の割合で休日を設けること、６月

に祝日を設けること、等の方が現実的である。 

２ ワークライフバランスの実現について 

 （１） 代替教職員の確保、ＳＣやＳＳＷの配置、事務職員や養護教諭の複数配置、等々

「チーム学校構想」の実現など、人的課題の解決が先決である。 

 （２） 会社員、自営業、公務員（教職員）等々、業種や職種によって、様々な特性や

課題があるが、歩調を合わせて休業日を設けることができれば実現は可能である。 

 （３） 休暇を取得できる保護者と取得できない保護者の存在が児童生徒に与える影響

についても考える必要がある。 

（全国都市教育長協議会役員１９都市の意見より取りまとめ） 
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